
申 請 者 権利者の同意形成・設計者と契約など

↓

原 案 設 計 図 作 成

↓↓

１．及び測量（道路・水路・民々境界確定）など

事 前 協 議 ２．審査事項の確認（各関係部署と事前協議）

↓

● 開 発 事 前 審 査 会 ３．随時受付⇒（※地元調整の確認）

↓

法 32 条 協 議 受 付 ４．法３２条協議（道路・放流先の同意）

↓ ①消防・上下水道・文化財・公園など

法 32 条 協 議 同 意 ②道路・水路（付替・用途廃止）

↓

開 発 申 請 書 作 成 ５．法２９条許可申請に係る提出図書の確認

↓

開 発 許 可 申 請 ６．各関係部署に同意（照会）

↓

総 合 意 見 等 ７．各関係部署同意（飯塚市長決裁）

↓

進 達 ８．申請者に開発許可申請書の返却

↓↓

開 発 審 査 審査：福岡県建築都市部開発・盛土指導課（開発係）

↓

◆ 開 発 許 可

↓

工 事 着 手 届

↓ ※ 法３７条関係の建築等承認

工 事 完 了 届

↓ ※ 県・市による現地完了検査⇒（各関係部署同意＝※地元確認）

工 事 完 了 検 査

↓

完 了 公 告

（終了）

注1） 開発事前審査会（飯塚市開発指導要綱）以降は、都市計画法及び福岡県の規程（様式等）に準ずる。
注2） 開発許可事務等標準処理期間については、福岡県建築都市部開発・盛土指導課が作成した「都市計画法

に基づく開発行為等の審査基準」（平成24年5月14日改正）P74を参照。・・・・・別紙１

福岡県

（国）

福岡県

↓

【１】県開発：都市計画法に基づく開発行為フロー（開発区域３，０００㎡以上）

【具体的な作業】

↓↓

１．現地調査（※周辺住民との調整及び居住環境の確保）

飯塚市

＋

※用地の帰属ありの場合
公共施設用地となる土地の所有権移転登記（事務）



含まない。

（写元）

要すべき標準的な期間であって、行政庁の責に帰すことのできない事情により要する期間は

注2 　開発審査会に付議するために要する期間（通常1ヶ月）は、標準処理期間に含まない。

都市計画法に基づく開発行為等の審査基準　（平成24年5月14日改正）・・・・・P74

諸証明書等の交付
10 10 20

注１ 　ここでいう標準処理期間とは、適法な申請が行政庁に到達してから処分にいたるまで通常

工事完了検査及び検査済証の交
付

法第36条第2項
8 22 30

開発登録簿の謄本交付 法第47条第5項
― 5 5

開発許可を受けた区域以外にお
ける建築等許可

法第43条第1項
10 20 30

開発許可に基づく地位の承継の
承認

法第45条
8 17 25

建築物の敷地等に関する制限の
例外許可

法第41条第2項
10 15 25

予定建築物以外の建築等許可 法第42条第1項
8 17 25

開発行為の変更許可 法第35条の2第1項
10 20 30

工事完了公告前の建築等承認 法第37条第1項
8 12 20

〃
〃

15 45 60　　　　　（20ha以上）

〃
〃

15 30 45（5ha未満20ha以上）

開発行為の許可 法第29条第1項、第2
項

10 20 30　　　　　（5ha未満）

都市計画法に基づく開発許可事務等標準処理期間　　　　　　　　　　　　　　
【福岡県】

許可・承認等の区分 根拠法令条項
標準処理期間

市町 県 計

別紙１

（写）


